
 

 

 

 

 

 

＜基調講演①―２＞ 

 
「サーキュラーエコノミー施策の現状」 

 
 
 

経済産業省中部経済産業局資源エネルギー環境部 
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＜基調講演①―３＞ 

 
「地方創生に向けた取組について」 

 
 
 

内閣官房地域未来戦略本部事務局／ 

内閣府地方創生推進事務局 

参事官補佐 鵜飼匠太氏 



 



地方創生に向けた取組について

内閣官房 地域未来戦略推進本部事務局
内閣府 地方創生推進事務局

参事官補佐 鵜飼 匠太

1.人口・東京一極集中の状況 2.地域経済の状況
【地方創生をめぐる現状認識】

【地方創生の再起動】
１．目指す姿

○厳しさ
・地方の人手不足の一層の進行 ・若者や女性の地方離れ など

○追い風
・インバウンドの増加 ・リモートワークの普及 ・AI・デジタルなどの急速な
進化・発展 など

○成果
・ 人口減少問題への対処開始、地方移住への関心の高まり など

○反省
・ 人口減少を受け止めた上での対応、若者や女性の流出要因へのリーチ、国と
地方の役割の検討（人手不足と東京への集中）、地域のステークホルダーが
一体となった取組の不足 など

＝「強い」経済と「豊かな」生活環境の基盤に支えられる多様性の好循環が「新しい日本・楽しい日本」を創る

• 自立的で持続的に成長する「稼げる」経済
の創出により、新たな人を呼び込み、強い
地方経済を創出

• 生きがいを持って働き、安心して暮らし
続けられる生活環境を構築し、地方に
新たな魅力と活力を創出

• 若者や女性にも選ばれる地方、誰もが
安心して暮らし続けられ、一人一人が
幸せを実感できる地方を創出

目
指
す
姿
を
定
量
的
に
提
示

就業者１人当たり年間付加価値
労働生産性を東京圏と同水準に

地域の買物環境の維持・向上を
図る市町村の割合を10割に

魅力的な環境整備により、地方への
若者の流れを２倍に

など３つの目標 など５つの目標 など３つの目標

など３つの目標

関係人口を実人数1,000万人、
延べ人数1億人創出

AIやデジタルを活用し、地域課題の解決を図る
市町村の割合を10割に

3.地方創生をめぐる社会情勢の変化 4.これまでの地方創生10年の成果と反省

①「強い」経済 ②「豊かな」生活環境 ③「新しい日本・楽しい日本」
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地方創生2.0基本構想（概要）（令和7年6月13日閣議決定）



・日本中いかなる場所も、若者や女性が安心して働き、暮らせる地域とする。
・人口減少下でも、地域コミュニティや日常生活に不可欠なサービスを維持するための拠点づくりや、意欲と能力のある「民」の力を活かし人を
惹きつける質の高いまちづくりを行うとともに、災害から地方を守るための防災力の強化を図る。

・ 多様な食、農林水産物や文化芸術等の地域のポテンシャルを最大限に活かし、多様な「新結合」で付加価値を生み出す「地方
イノベーション創生構想」を推進する。

・ 構想の実現に向けて、異なる分野の施策、人材、技術の「新結合」を図る取組を重点的に推進する。

・過度な東京一極集中の課題（地方は過疎、東京は過密）に対応した人や企業の地方分散を図る。
・政府関係機関の地方移転に取り組むとともに、関係人口を活かして都市と地方の人材交流を進め、地方への新たな人の流れを創出する。

・GX・DXを活用した産業構造に向け、ワット・ビット連携などによる新時代のインフラ整備を面的に展開していく。
・AI・デジタルなどの新技術を活用し、ドローン配送などにより地方における社会課題の解決等を図り、誰もが豊かに暮らせる社会を実現する。

・ 都道府県域や市町村域を超えて、地方公共団体と企業や大学、研究機関などの多様な主体が広域的に連携し、地域経済の成長につながる
施策を面的に展開する。

政策の５本柱
(1)安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生

(2)稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生～地方イノベーション創生構想～

(3)人や企業の地方分散～産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生～

(4)新時代のインフラ整備とAI・デジタルなどの新技術の徹底活用

(5)広域リージョン連携
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今後の進め方
国は基本構想に基づく取組に早急にとりかかる。2025年中に総合戦略を策定。
地方は地方創生基本構想を推進する取組に早期に着手し、地域の多様なステークホルダー等とともに地方版総合戦略を見直し。
本基本構想は今後10年間を対象として策定。中間年度の5年後に必要な見直し。

(2)稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生～地方イノベーション創生構想～ 一部抜粋

○豊かな自然環境・自然景観を活用した地域づくり 【早期に自然共生サイトを500以上認定することを目指す】
• 自然共生サイトや里海づくり、環境と調和した農林水産業、グリーンインフラの活用促進等を通じて、地域の自然資源の豊かさと
地域の価値を相互に高め合う「自然資本を核としたネイチャーポジティブな地域づくり」を進める。

• 国立公園等の利用拠点において、滞在体験の魅力向上に資するソフト・ハード両面の取組を総合的に実施し、世界遺産やジオ
パーク等の地域資源とも連携しながら、「保護と利用の好循環」を創出する。

○循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行 【先進技術の実装等の高度な資源循環事業を３年で100件以上認定】
• 廃棄物等を地域資源として活用し付加価値創出等を進めるため、先進技術の実装支援等により広域的な廃棄物等の回収や
再生材の安定供給を行う新たな資源循環ネットワーク・拠点を構築する。また、「資源循環自治体フォーラム」を活用した資源循環
ビジネスの創出の支援、農山漁村のバイオマス資源や里山広葉樹材の活用、資源を可能な限り活用するまちづくり・インフラ整備等も
進め、関係省庁の施策を統合したパッケージにより、地域の資源循環の実現を総合的に推進する。

○再生可能エネルギーの導入による地域脱炭素の推進
【2030年度までに脱炭素先行地域を少なくとも100地域で実現し、先行的な取組を普遍化】

• 脱炭素先行地域や重点対策加速化事業等を通じて得られたノウハウの発信等により先行モデルを普遍化するとともに、熱の
脱炭素化や水素・ペロブスカイト太陽電池等の新技術を地域に実装する「地域ＧＸイノベーションモデル」の構築の検討や、適切な
営農を確保しつつ農業者の所得向上にも資する営農型太陽光発電やカーボン・クレジットの創出等を推進する。

○地域経済の更なる成長に向けた地域金融力の強化 【2026年通常国会へ関連法案の提出を目指す】
• 地域経済の更なる成長に向け、地域金融が地域の多様なステークホルダーと連携しつつ、融資にとどまらない多様な金融仲介機能
を発揮することが重要であり、今後、地方創生2.0に向けた地域金融力を強化するため、地域の事業者に対する経営改善・事業
再生等の支援や事業性融資の推進を含めた地域金融機関による地方創生の取組の後押しとともに地域金融機関自身の経営基盤
強化（資本参加先の適切な経営管理と業務運営の確保策を含む資本参加制度や資金交付制度の延長・拡充等の検討）を柱と
する地域金融力強化プランを策定し、推進する。

○「新結合」を全国各地で生み出す取組 【本年７月に関係省庁による「新結合」の支援体制を立ち上げ】
• 官民プラットフォーム等を通じた地域の地方公共団体、民間事業者や大学・高専、研究機関等の連携・マッチング支援など、新結合
を面的に広げる取組を進めるほか、本年７月に、意欲ある自治体が行う高付加価値化などの取組を関係省庁が連携してアイデア
段階から支援する体制を立ち上げる。また、地方の関係者に使いやすい、効果的な施策展開に向け、地方イノベーション創生構想
関連施策を取りまとめ、分かりやすく一覧化する。 4


